
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜申告相談日と予約締切日＞※以下の予約締切日は電話や窓口予約の締切日 です 。

 

 

 （裏面もご確認ください） 

申告相談日 会場 予約締切日 申告相談日 会場 予約締切日

2 月 9 日 ( 月 ) 2 月 2 日 ( 月 ) 2 月 20 日 ( 金 ) 2 月 13 日 ( 金 )

2 月 10 日 ( 火 ) 2 月 3 日 ( 火 ) 2 月 24 日 ( 火 ) 2 月 17 日 ( 火 )

2 月 12 日 ( 木 ) 箱　根 2 月 5 日 ( 木 ) 2 月 25 日 ( 水 ) 2 月 18 日 ( 水 )

2 月 13 日 ( 金 ) 温　泉 2 月 6 日 ( 金 ) 2 月 26 日 ( 木 ) 2 月 19 日 ( 木 )

2 月 15 日 ( 日 ) 2 月 6 日 ( 金 ) 2 月 27 日 ( 金 ) 2 月 20 日 ( 金 )

2 月 16 日 ( 月 ) 2 月 9 日 ( 月 ) 3 月 1 日 ( 日 ) 2 月 20 日 ( 金 )

2 月 17 日 ( 火 ) 2 月 10 日 ( 火 ) 3 月 2 日 ( 月 ) 2 月 20 日 ( 金 )

2 月 18 日 ( 水 ) 2 月 10 日 ( 火 ) 3 月 3 日 ( 火 ) 2 月 24 日 ( 火 )

2 月 19 日 ( 木 ) 2 月 12 日 ( 木 )

湯　本

仙石原

宮城野

湯　本

※予約開始日前（令和 7年１2月１日以前）に QRコードを読み込んでも予約はできません。 

※出張所等では予約受付をしません。 

町受付分 所得税・町県民税申告相談について 

町での申告相談受付期間：2月 9日（月）～3月 3日（火） 

町で実施する所得税・町県民税の申告相談について、 

完全予約制のため事前予約が必要です！ 

※

予約受付開始日 

受付時間 

締切日 

令和 8年 1月 13日（火） 

電話または役場本庁舎税務課窓口 

各会場の申告相談日の 7日前 

（土日祝日の場合はその直前の開庁日） 

平日の 8時 30分～1６時 00分 

令和８年 1月4日（日） 

 

24時間予約可能

令和７年 12月 1日（月） 

L I N E 

連絡先 

LINE予約は 

こちらから▶ 
税務課：85-7750 



医療費控除明細書・記入例はこちら→ 

照

照会先 税務課 電話 85‐7750 

 

 

＜確認してください＞ 

青色申告、譲渡所得、初年度の住宅借入金等特別控除、準確定申告、令和6年分以前の確定申告は、小田

原税務署で申告相談をしてください。また、医療費控除については、領収書の提出ができません。持参され

ても受け取りません。 

必ず事前に医療費の明細書を作成してください。 

 

 

○小田原税務署での相談・受付（Tel 046５‐35‐4511） 

 原則、ご自身のスマートフォンとマイナンバーカードを使って申告書を作成します。 

日時（受付時間） 

２月 16日（月）～３月 16日（月） 

※土、日及び祝日を除きます。 

 

※３月中は入場整理券の入手が困難となること

が予想されますので、２月中のご来場をお勧めし

ます。 

受付：8時 30分～16時 ※提出は 17時まで 

相談：9時～17時 

混雑回避のため「入場整理券」を配付します。 

※LINEでの事前発行または当日会場での発行。 

※箱根町の LINE予約と異なりますのでご注意くだ

さい。 

配付状況に応じて受付を締め切りますので、LINE

での事前発行をご利用ください 

（提出のみの場合は不要）。 

会  場 事 前 準 備 

小田原税務署 3階（小田原市荻窪 440） 

※敷地内の駐車場には制限がありますので、公共

交通機関をご利用ください。 

来場前に、マイナンバーカードを利用したマイナポー
タル連携の事前準備をお願いしています。 

お持ちいただくもの 

①源泉徴収票や社会保険料控除、生命保険控除、地震保険料控除の証明書、寄附金の受領証、医療費の

明細書（内訳）など申告書作成に必要な書類 

②マイナンバーカード 

※ マイナンバーカード発行時に設定した利用者証明用電子証明書（数字 4桁）、署名用電子証明書（英数字 6文字以上 16文字

以下）も併せて必要となります。 

※ マイナンバーカードをお持ちでない方は以下の書類をお持ちください。 

 ・運転免許証等の身元確認書類 

 ・通知カード等のマイナンバーがわかる書類 

○公益社団法人 小田原青色申告会による申告指導 

日時（受付期間） 場所 ホームページ 

2月 5日（木）～3月 16日（月）  

９時 15分～16時 05分 

休館日：期間中の土・日（2月 8日、22日）・祝日 

青色会館３階大ホール 

（小田原市本町 2-3-24） 

 

専用サイトからの「来場時間帯の事前申込が必須」です。詳細については、12 月初旬に青色申告会のホー

ムページ（https://www.aoiro-odawara.com/）に掲載されます。また、年金・給与所得のみの未会員

の方については、１名につき 3,000円（税込）の会場利用料が必要となります。 

 照会先 公益社団法人小田原青色申告会 0465‐24‐2611 

マイナポータル

連携の概要はこ

ちらから 

マイナポータル

連携の事前準備

はこちらから 





 

日 付：１２月２５日（木）  

時 間：午後２時００分～３時３０分（受付１:45～） 

場 所： 仙石原文化センター ホール 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みんなで楽しむ！ 
クリスマスコンサート

♪ 

日ごろ箱根町で活躍する福祉関係団体のみなさんが、楽しいクリスマスコンサートを開催します。 

お子さまをはじめ、障がいのある方やそのご家族、高齢者の方などどなたでもご参加いただけます。 

 

 

サンタさんがプレゼントを用意して待っています！！ 

 

 

～どなたでも参加できる心のバリアフリーコンサート♪ 

みんなで一緒にクリスマスを楽しみましょう～ 
 

 

今年は午後１時～２時に「クリスマスワークショップ」を開催します。 

大きなクリスマスツリーにみんなでつくったかざりをつけましょう！ 

クリスマスコンサートとぜひ一緒にご参加ください！   

 

主催：仙石原地域自治会連合会・仙石原地区社会福祉協議会 

 

 
 

 どなたでも参加可能です！申し込みフォームよりお申込みください 

※お子さまのみの参加の場合は、必ず保護者の方の同意の上ご参加ください 

※申込フォームでの申込みが難しい場合は、電話でもお申込みが可能です。 

 

 

 

 

 問い合わせ先・申込先  （福）箱根町社会福祉協議会 TEL ０４６０-８５-９０００

０ 

 

 

＜注意事項・お願い＞ 当日体調がすぐれない場合は、ご来場はお控えください。 

当日の状況によっては、開催時間が短くなる可能性がありますのであらかじめご了承ください。 

 

 

 

共催：（社福）宝安寺社会事業部 ほうあん第一しおん 小田原短期大学 （福）箱根町社会福祉協議会 

 

参 加 無 料 

裏面も 

ご確認ください 



日 付：１２月２５日（木）  

時 間：午後１時００分～２時００分 

場 所： 仙石原文化センター  

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主催：仙石原地域自治会連合会・仙石原地区社会福祉協議会 

 

 

 

※イベント内容は予告なく変更になる場合がございます。 

あらかじめご了承ください。 

 

 

参加無料 

 
 

クリスマスツリーの設置や、子どもたちと一緒にクリスマス飾りを作るボランティアスタッフを

募集中です。クリスマスワークショップの活動にご興味がある方、ぜひご連絡ください。 

 

 
 

仙石原出張所 TEL ０４６０－８４－８４０４  住所 仙石原８４２ 

 

クリスマスコンサートと 

同日開催！！ 

 
 

大きなクリスマスツリーに 

じぶんやみんなで折り紙で 

つくったかざりをつけよう！ 

 

 

  

 

 
 

去年のクリスマスツリー☆ 

 

 

  

 



裏面に前年度募金実績と募金の活用実績を掲載しています 

受付 

 

箱根町社会福祉協議会（神奈川県共同募金会箱根町支会） 

TEL 0460-85-9000 担当 山本 栢沼 

 
 

 

  

  

 

 

 

 

この運動は、だれもが住みなれた地域で安心して生活していくために、

住民の「たすけあい」をもととした福祉のまちづくりを進めるものです。 

この運動へ寄せられた寄付金は、町内の生活支援を必要とする世帯に

「年末慰問金」として直接お贈りするほか、社会福祉協議会が実施する地

域福祉活動事業費に使われます。 

この運動の趣旨をご理解のうえ、“たすけあい”の心を持って、町の地

域福祉の推進のため、ぜひご協力をお願いいたします。 

 

共同募金の一環である「年末たすけあい運動」への寄付には、税制上の優遇

措置があります。詳しくは本会ホームページをご覧ください 

https://hakone-shakyo.jp/ 

 

 

 

年末たすけあい運動にご協力お願いします！ 

令和 7 年度 

募金 

 

 

受付期間：12 月 1 日（月）～12 月 31 日（水） 

https://hakone-shakyo.jp/


令和６年度募金実績報告 

募金総額 3,100,970 円 ご協力ありがとうございました！ 

（内訳） 戸別募金 1,798,075 円 法人募金 964,670 円 職域募金 72,717 円 その他募金 59,692 円 

年末たすけあい募金は、その他このような取組に活用しています 

住民の「憩いの場」サロン活動や、福祉活

動を行う地区社協の活動支援など 

ボランティアの育成や活動助成、福祉教

育や災害時のボランティア活動費など 

児童や高齢、障がいに関する福祉事業や、

災害見舞金など 

生活困窮に関する支援（食料のおすそ分

け）など 

～“たすけあい”“ささえあい”のご協力をお願いいたします～ 

   

 

集まった募金は、町内の生活支援を必要とする世帯に 

「年末慰問金」として配分をさせていただきました。 

       

 

 

 

 

 

 

  

 

 

      

 

 

箱根町社会福祉協議会（神奈川県共同募金会箱根町支会） 

 



 
     

                     

＜開催日時および場所＞   

〇 令和 7年 12月 4日（木） 

箱根町総合福祉センターさくら館 2階会議室 

時間 14：00～16：00 （最終受付は 15：30） 

次回は令和 8年 3月 25日箱根町役場本庁舎にて開催。 

※ ご相談は事前予約をお願いしております  

高齢や病気が原因で、身の周りのことや財産のことなどの判断が 

適切に行えなくなることがあります。 

自分自身の、そして大切なご家族の将来に備えるため、 

気になる“こと”を相談してみませんか！ 

 

 

 

お問い合わせ・事前予約は 

箱根町地域包括支援センター 0460-８５－３０02まで 

 

   

～成年後見 ・ 遺言 ・ 相続等～  



行政書士による無料相談会では… 

～成年後見制度～ 

自分自身で判断することが難しい方について、家庭裁判所に

よって選ばれた成年後見人等が、財産の管理や福祉サービス

等の契約を行い、ご本人の権利を守り生活を支援してくれる

制度です。無料相談会では成年後見利用までの流れや家庭裁

判所の申し立てに必要な書類や手続きについての相談がで

きます。 

～遺言・相続～ 

自分の遺産をどのように使い、子孫たちにどうやって分配す

るかなど、将来争いが無いように不備なく遺言を作るための

相談ができます。 

～その他～ 

行政書士は『街の法律家』として官公署（役所・役場）・契

約書等の書類作成や一般法律相談など、身近な書類手続きに

ついてもいろいろな視点からアドバイスを行ってくれます。 

まずは下記までお問い合わせ・ご予約下さい 

箱根町地域包括支援センター ８５－３００２ 



【講座の内容】

★ 認知症の原因や症状の基礎知識

★ 認知症の方の気持ちや接し方

★ 認知症の方を支える活動の紹介

【対象者】

★ 地域を支えたい方

★ 認知症に関心のある方

★ どなたでも

11月28日(金)   14：00～15：30 社会福祉協議会 会議室

12月 5日(金) 14：00～15：30 仙石原文化センター第1会議室

1月23日(金) 14：00～15：30 さくら館 ボランティアルーム

2月 6日(金) 14：00～15：30 社会福祉協議会

※以降も定期的に開催いたします。

※知人・友人・各種団体の方ご希望に応じて出張開催いたします！

※ 講師：認知症キャラバンメイト

※受講希望の方は下記までお申し込みください。

お問い合わせ・お申込み
箱根町地域包括支援センター
認知症地域支援推進員 : 井上・平嶋

☎ 0460-85-3002 お気軽にどうぞ！

【開催日】 令和7年度

認知症サポーターは特別なことをするのではなく、認知症について

正しく理解し、認知症の人とその家族を温かく見守り、声掛けや

ちょっとした手助けができる地域の応援者です！

参加

お待ちしています！



認知症は、誰でもなる可能性がある病気です。

いつ自分や家族が、友人や知人が認知症になるかわかりません。

認知症になっても住み慣れた箱根町で生活できるよう

認知症サポーターを増やす取り組みをしています。

会議室

ボランティアルーム

「知っている」のと

「知らない」のとでは大違い！

知っていれば怖くない！

正しい知識を身に着けよう！

？

受講者のみなさんに認知症

サポーターの証となる箱根町

オリジナルの『オレンジリング』

をお渡しします！
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